
1 

 

介護老人福祉施設重要事項説明書 

 

《特別養護老人ホーム やわらぎの里 西多田》 
 

 当施設は、介護保険の指定を受けています。（兵庫県指定第 2873102392 号） 

 

  当施設は、入居者の皆様に、介護老人福祉サービスをご提供いたします。 

  施設の概要や提供するサービスの内容のほか、ご契約に際してご注意いただきたい

事柄などを、ご説明いたします。 

 

 

１．当施設をご利用いただく方（入居者） 
 

    当施設に入居いただきます方は、介護保険制度における要介護認定で「要介護１  

～５」と認定された方が対象となります。（ご入居前に健康診断を受け、診断書を

提出していただくこととしていますが、その健康診断の結果、急性期の疾患などに

より治療等を必要とされる方については、お断りする場合があります。） 

 

 

２．当施設を運営する事業者 
 

（１）事業者 
 

      社会福祉法人 正和会（平成 15 年 8 月 28 日 設立）   

 

（２）法人の所在地 
 

      兵庫県川西市清和台東 4 丁目 5 番地の 26   〒 666－0142 

          TEL  072－798－0007       FAX  072－798－1155 

 

（３）法人代表者 
 

      理事長  古 賀 大 介 

 

（４）法人の他事業 

   特別養護老人ホームやわらぎの里清和台 

        兵庫県指定 第 2873100867 号〈 平成 17 年 4 月 1 日 指定 〉 

   短期入所生活介護事業所           

        兵庫県指定 第 2873100859 号〈 平成 17 年 4 月 1 日 指定 〉 

   介護予防短期入所生活介護事業所       

          兵庫県指定 第 2873100859 号〈 平成 18 年 4 月 1 日 指定 〉 

    通所介護事業所                          

     兵庫県指定 第 2873100842 号〈 平成 17 年 4 月 1 日 指定 〉 
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   介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所介護事業所 

川西市指定 第 2873100842 号〈 平成 30 年 4 月 1 日 指定 〉 

 

   特別養護老人ホームやわらぎの里東谷 

        兵庫県指定 第 2873101170 号〈 平成 19 年 4 月 1 日 指定 〉 

   短期入所生活介護事業所                  

          兵庫県指定  第 2873101154 号〈 平成 19 年 4 月 1 日 指定 〉 

      介護予防短期入所生活介護事業所          

          兵庫県指定  第 2873101154 号〈 平成 19 年 4 月 1 日 指定 〉 

      通所介護事業所                          

          兵庫県指定  第 2873101139 号〈 平成 19 年 4 月 1 日 指定 〉 

     介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所介護事業所                 

          川西市指定  第 2873101139 号〈 平成 30 年 4 月 1 日 指定 〉 

      

   特別養護老人ホームやわらぎの里ぷらす館  

        兵庫県指定 第 2873101642 号〈 平成 23 年 8 月 1 日 指定 〉 

      短期入所生活介護事業所                  

          兵庫県指定  第 2873101667 号〈 平成 23 年 8 月 1 日 指定 〉 

      介護予防短期入所生活介護事業所          

          兵庫県指定  第 2873101667 号〈 平成 23 年 8 月 1 日 指定 〉 

通所介護事業所                          

    兵庫県指定  第 2873101659 号〈 平成 23 年 8 月 1 日 指定 〉 

      介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所介護事業所                  

          川西市指定  第 2873101659 号〈 平成 30 年 8 月 1 日 指定 〉 

 

 

３．施設の概要 

 

（１）建物の構造及び延床・敷地面積 

      鉄筋コンクリート造 地上３階  延床 6,405.27 ㎡   敷地 7,461.93 ㎡ 

 

（２）併設する事業 

   短期入所生活介護事業所               

          兵庫県指定  第 2873102384 号〈 平成 27 年 7 月 1 日 指定 〉 

      介護予防短期入所生活介護事業所       

          兵庫県指定  第 2873102384 号〈 平成 27 年 7 月 1 日 指定 〉 

      通所介護事業所                       

          兵庫県指定  第 2873102376 号〈 平成 27 年 7 月 1 日 指定 〉 

      介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所介護事業所              

          川西市指定  第 2873102376 号〈 平成 29 年 4 月 1 日 指定 〉 
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（３）施設の名称 

      特別養護老人ホーム やわらぎの里 西多田 

 

（４）事業所の所在地 

      〒 666－0138 兵庫県川西市西多田2丁目1番7号    

          TEL  072－793－6700       FAX  072－793－6677 

   （阪急バス「西多田」バス停下車 徒歩 3 分） 

 

（５）事業管理者    

      馬 場 智 純（ 施設長 ） 

 

（６）事業開始     

      平成２７年７月１日 

 

（７）入居定員       

      １００人 

 

（８）居室等の概要 

      居室            100 室 

    共同生活室     10 室 

      浴室               6 室 

      医務室              1 室 

   相談室         2 室 

 

     ※ 居室は全室個室で、10 名の方が１ユニットで共同生活をしていただきます。 

        トイレは、１ユニット４カ所設置しています。 

 

（９）施設の目的及び運営方針 

      当施設は、介護保険法等の法令に基づき、入居された方が有しておられる能力  

に応じて、可能な限り自立を促す福祉サービスを提供いたしますとともに、家庭  

生活のように過ごしていただくことを願って、個々人のプライバシーの確保と個  

人の尊厳保持に配慮した全室個室によるきめ細やかな介護サービスを提供いた

します。 
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４．契約締結からサービス提供までの流れ 

 

    入居者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入居後に 

作成する「施設サービス計画」で定めます。（契約書第３条 参照） 

 

  ① 要介護認定を受けられている方（要介護１から５）がご利用できます。 

   ②  施設に来館し申込用紙に必要事項を記入します。   

   ③  ご利用の順番がきましたら、ご連絡します。     

   ④  ご本人・ご家族と面談します。 

   ⑤  契約をします。 

   ⑥  サービスのご利用開始をします。 
   ⑦  当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原案作成      

や、そのために必要な調査等の業務を担当させます。 
   ⑧  施設サービス計画を説明し同意を得ます。（同意が得られない場合には計画

を変更いたします） 
   ⑨  施設サービス計画に基づいて入居生活をお過ごしいただきます。 
   ⑩  一月単位で個人負担分のサービス利用料をお支払いいただきます。 

 

 

５．職員の配置状況 

 

  当施設では、入居者に介護福祉サービスを提供する職員を、次のとおり配置して  

います。 
 
（１）主な職員の配置状況  
 
 

職   種  常勤換算  指定基準  

管理者(施設長) １名  １名  

介 護 職 員 38名以上  38名  

生 活 相 談 員  １名  １名  

介護支援専門員  １名  １名  

看 護 職 員 3名以上  ３名  

機能訓練指導員  １名以上  １名  

医     師  必要数  必要数  

管 理 栄 養 士  １名  １名  

 
     ※ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

   ※ 常勤換算 … 職員それぞれの週当たりの勤務延べ時間数の総数を、当施設における 

常勤職員の所定勤務時間(例：週 40 時間)で除した数です。   
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（２）主な職員の勤務体制  
 
 

 

職   種  勤   務   時   間   

  医     師    毎週１日  

  介 護 職 員   標準的な時間帯における最低配置人員  

  早  朝 午前７時30分から午後４時30分  12名  

  昼夜間 午前11時から午後８時       12名  

  夜  間 午後10時から翌午前８時         6名  

  看 護 職 員   標準的な時間帯における最低配置人員  

  毎日 午前９時から午後６時        3名  

  夜間オンコール体制                 1名  

  機能訓練指導員     毎日  午前９時から午後６時           1名  

 

 

 

（３）主な職員の職務  
 

職   種 職  務  概  要 

介  護  職  員   入居者の日常生活上の介護や健康保持のための相談・

助言を行います。 

生 活 相 談 員   入居者の日常生活上の相談に応じ生活支援を行い   

ます。 

介護支援専門員   入居者の「施設サービス計画」等を作成します。  

  生活相談員を兼ねる場合もあります 

看  護  職  員   主に入居者の健康管理や療養上の世話を行いますが、

日常生活上の介護や介助等も行います。 

機能訓練指導員   入居者の機能訓練を担当します。 

医     師   入居者に健康管理及び療養上の指導を行います。  
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６．当施設のサービス内容と利用料金 

    当施設では、次のようなサービスを提供します。 

（１）介護保険の給付対象となるサービス（契約書第４条 参照） 

      次のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付  

されます。 

    ①  サービスの概要  

○ 起床・就寝時刻 

入居者個々の生活リズムや体調などを考慮して起床・就寝を促します。 

   ○ 食  事 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに入居者の身体状況及び嗜好

に配慮した食事を提供します。（入居者の自立を促すため離床して共同生活

室で食事をしていただくことを原則としています。） 

            朝 食   午前８時から      昼 食   正午 12 時から 

            おやつ   午後３時から      夕 食   午後６時から 

     ○ 入  浴 

週２回以上入浴又は清拭を行います。心身の状況に応じた浴槽を使用し、

安全で快適な介助を行います。 

     ○ 排   泄 

排泄の自立を促すため入居者の能力や意欲、状態に応じた援助を行います。   

     ○ 健康管理 

年１回の健康診断を含め医師や看護職員が健康管理を行います。 

    ○ 機能訓練 

入居者が日常生活を送られるために必要な機能を回復又は減退防止する

ため、生活の中での訓練（生活リハビリ）を行います。 

    ○ その他の自立への支援 

寝たきり防止のため、できる限り離床について考慮します。清潔で快適な

生活を送っていただくため、適切な整容などについて援助します。 

○ 洗濯サービス 

洗濯は、クリーニングを必要とするもの以外は施設で行います。 

   ○ 余暇活動支援 

 地域ボランティアによる習字、手芸等の活動を支援します｡ 

   ○ 行     事 

誕生会、納涼祭、敬老会、クリスマス会等の行事を行います。 

 

   ② サービス利用料金   （契約書第６条 参照） 

      次の料金表によって、入居者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保    

険給付額を除いた金額（自己負担額）と食費及び居住費の合計金額をお支払いい    

ただきます。（サービスの利用料金は、入居者の要介護度に応じて異なります。  

また、自己負担額は、月内のサービス利用単位数合計と報酬単位とを乗じて計算  
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するため、利用料金が表記と異なる場合があります。 

 

《サービス利用料金表》  (単位：円／1 ヶ月（30 日）あたりの目安) 
（個別機能訓練加算Ⅰ、夜勤職員配置加算Ⅱ、看護体制加算Ⅰロ・Ⅱロ、日常生活継続

支援加算、精神科医療養指導加算、科学的介護推進体制加算Ⅱ、協力医療機関連携加

算、介護職員等処遇改善加算Ⅰを適用した場合）  

【利用者負担の割合が１割の場合】   

  区     分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５   

 

 第１段階 

 介護サービス費 
27,389    

(15,000) 

29,891 

(15,000) 

32,571  

(15,000) 

35,108 

(15,000) 

37,574  

(15,000) 
  

 居 住 費 26,400  26,400  26,400  26,400  26,400   

 食   費 9,000  9,000  9,000  9,000  9,000   

 合   計 
62,789  

(50,400) 

65,291  

(50,400) 

67,971  

(50,400) 

70,508  

(50,400) 

72,974 

(50,400) 
 

 第２段階 

 介護サービス費 
27,389    

(15,000) 

29,891 

(15,000) 

32,571 

(15,000) 

35,108 

(15,000) 

37,574 

(15,000) 
 

 居 住 費 26,400  26,400  26,400  26,400  26,400   

 食   費 11,700  11,700  11,700  11,700  11,700   

 合   計 
65,489 

(53,100) 

67,991  

(53,100) 

70,671 

(53,100)  

73,208 

(53,100)  

75,674 

(53,100) 
 

 第３段階 
① 

 介護サービス費 
27,389    

(24,600) 

29,891 

(24,600) 

32,571 

(24,600) 

35,108 

(24,600) 

37,574 

(24,600) 
 

 居 住 費 41,100  41,100  41,100  41,100  41,100   

 食   費 19,500  19,500  19,500  19,500  19,500   

 合   計 
87,989 

(85,200) 

90,491 

(85,200) 

93,171 

(85,200) 

95,708 

(85,200) 

98,174 

(85,200) 
 

第３段階 

② 

 介護サービス費 
27,389    

(24,600) 

29,891 

(24,600) 

32,571 

(24,600) 

35,108 

(24,600) 

37,574 

(24,600) 
 

 居 住 費 41,100  41,100  41,100  41,100  41,100   

 食   費 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800  

 合   計 
109,289 
(106,500) 

111,791 
(106,500) 

114,471 
(106,500) 

117,008 
(106,500) 

119,474 
(106,500) 

 

 第４段階 

 介護サービス費 27,389 29,891 32,571 35,108 37,574  

 居 住 費 85,500  85,500  85,500  85,500  85,500   

 食   費 54,600  54,600  54,600  54,600  54,600   

 合   計 167,489 169,991 172,671 175,208 177,674  
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【利用者負担の割合が２割の場合】  

  区     分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５   

 第４段階 

 介護サービス費 
54,777 

 (44,400) 

59,781 

(44,400) 

65,141 

(44,400) 

70,216  

(44,400) 

75,148 

(44,400) 
 

 居 住 費 85,500  85,500  85,500  85,500  85,500   

 食   費 54,600  54,600  54,600  54,600  54,600   

 合   計 
194,877 

(184,500) 

199,881 

(184,500) 

205,241 

(184,500) 

210,316 

(184,500) 

215,248 

(184,500) 
 

  

【利用者負担の割合が３割の場合】  

  区     分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５   

 第４段階 

 介護サービス費 

82,166  

(44,400) 

89,671  

(44,400) 

97,712  

(44,400) 

105,324  

(44,400) 

(93,000) 

112,722 

(44,400) 

(93,000) 

 

 居 住 費 85,500  85,500  85,500  85,500  85,500   

 食   費 54,600  54,600  54,600  54,600  54,600   

 合   計 

222,266 

(184,500) 

229,771 

(184,500) 

237,812  

(184,500) 

(233,100) 

245,424  

(184,500) 

(233,100) 

252,822 

(184,500) 

(233,100) 

 

※上表（）内の金額は、高額介護サービス費が適用された場合の金額。 

上段記載金額を一旦お支払いになられたのち、各保険者から差額が返金されます。 

 

 《その他、状況に応じて加算されるサービス》 (単位：円) 

  （介護職員等処遇改善加算Ⅰを適用） 

 

加 算 項 目 
負 担 額 

1割 2割 3割 適用 

 夜勤職員配置加算Ⅳロ  25   50   75  （1 日につき) 

 生活機能向上連携加算Ⅰ  120   239   358  （1月につき) 

生活機能向上連携加算Ⅱ  239   477   715  （1月につき) 

個別機能訓練加算Ⅱ  24   48   72  （1日につき) 

個別機能訓練加算Ⅲ 24 48 72 （1 日につき） 

ADL維持等加算Ⅰ  36   71   107  （1 月につき) 

ADL維持等加算Ⅱ  71   142   213  （1 月につき)  

若年性認知症入所者受入加算   144   287   430  （1 日につき) 

常勤医師配置加算   31   61   91  （1 日につき) 

 しょうがい者生活支援体制加算Ⅰ  32   63   94  （1 日につき) 

 しょうがい者生活支援体制加算Ⅱ  50   99   148  （1日につき) 

外泊時費用  293   586   878  （1日につき）1月に6日以内の期間  

外泊時在宅サービス利用費用  667   1,334   2,001  （1日につき）1月に6日以内の期間   

 初期加算  36   71   107  （1日につき) 30日以内の期間  
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 再入所時栄養連携加算  239   477   715  （1回限り）  

 退所前訪問相談援助加算  548   1,095   1,643  （ 1回につき）入居中 1回 (又は2回 )限度  

 退所後訪問相談援助加算  548   1,095   1,643  （1回につき）退居後1回限度  

 退所時相談援助加算  477   953   1,430  （1回限り）  

 退所前連携加算  596   1,192   1,787  （1回限り）  

退所時情報提供加算 298 596 894 （1回限り）  

退所時栄養情報提供加算 84 168 251 （1回限り）  

栄養マネジメント強化加算  14   27   41  （1日につき) 

経口移行加算  34   67   101  （1日につき)  

 経口維持加算Ⅰ  477   953   1,430  （1月につき)  

 経口維持加算Ⅱ  120   239   358  （1月につき)  

 口腔衛生管理加算Ⅰ  108   216   323  （1月につき) 

口腔衛生管理加算Ⅱ  131   262   392  （1月につき) 

 療養食加算  8   15   22  （1回につき）  

配置医師緊急時対応加算 早朝・夜間  775   1,549   2,323  （1回につき）  

配置医師緊急時対応加算 深夜 1,549   3,098   4,646  （1回につき）  

配置医師緊急時対応加算 時間外 388 776 1,163 （1回につき）  

看取り介護加算Ⅰ  86   172   257  （1日につき）逝去日以前31日以上45日以下 

看取り介護加算Ⅰ   172   343   514  （1日につき)逝去日以前4日以上30日以下 

看取り介護加算Ⅰ  810   1,620   2,430  （1日につき)逝去日以前2日又は3日 

看取り介護加算Ⅰ 1,525   3,050   4,574  （1日につき)逝去日 

看取り介護加算Ⅱ  86   172   257  （1日につき）逝去日以前 31日以上 45日以下  

看取り介護加算Ⅱ  172   343   514  （1日につき)逝去日以前4日以上30日以下 

看取り介護加算Ⅱ  929   1,858   2,787  （1日につき)逝去日以前2日又は3日 

看取り介護加算Ⅱ 1,882   3,764   5,646  （1日につき)逝去日 

在宅復帰支援機能加算  12   23   35  （1日につき）  

 在宅・入所相互利用加算  48   96   144  （1日につき）  

 認知症専門ケア加算Ⅰ  4   7   10  （1日につき）  

 認知症専門ケア加算Ⅱ  6   11   16  （1日につき）  

 認知症チームケア推進加算Ⅰ 179 358 536 （1月につき）  

 認知症チームケア推進加算Ⅱ 144 287 430 （1月につき）  

 認知症行動・心理症状緊急対応加算  239   477   715  （1日につき）7日間を限度  

  褥瘡マネジメント加算Ⅰ   4   7   10  （1月につき）  

  褥瘡マネジメント加算Ⅱ  16   32   47  （1月につき）  

  排せつ支援加算Ⅰ  12   23   35  （1月につき）  

  排せつ支援加算Ⅱ  18   36   54  （1月につき）  
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  排せつ支援加算Ⅲ  24   48   72  （1月につき）  

  自立支援促進加算  334   667   1,000  （1月につき）  

 科学的介護推進体制加算Ⅰ  48   96   144  （1月につき）  

 安全対策体制加算  24   48   72  （1回限り）  

 サービス提供体制強化加算Ⅰ  27   53   79  （1日につき）  

 サービス提供体制強化加算Ⅱ  22   44   66  （1日につき）  

 サービス提供体制強化加算Ⅲ  8   15   22  （1日につき）  

 協力医療機関連携加算(2) 7 13 19 （1月につき）  

 生産性推進向上体制加算Ⅰ 120 239 358 （1月につき）  

 生産性推進向上体制加算Ⅱ 12 23 35 （1月につき）  

 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 12 23 35 （1月につき）  

 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 7 13 19 （1月につき）  

 新興感染症等施設療養費 287 573 859 （1日につき）  

 特別通院送迎加算 708 1,415 2,123 （1月につき）  

 

③ 特定入所者介護サービス費 

居住費及び食費については、それぞれの保険者である市区町村に申請して  

負担上限額設定による補足的給付が受けられます。ただし、次の所得制限が   

ありますのでご注意ください。 

《自己負担額の段階と負担額》                 （単位：円／日） 

段階区分 適 用 範 囲 居住費 食 費 

第１段階 生活保護受給者 

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 
880 300 

第２段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、本人の合計

所得金額と課税年金収入と非課税年金収入が 80 万９千円

以下 

880 390 

第３段階

① 

本人及び世帯全員が市民税非課税であって、本人の

合計所得金額と課税年金収入と非課税年金収入が 

８０万９千円超 120 万以下 

1,370 650 

第３段階

② 

本人及び世帯全員が市民税非課税であって、本人の

合計所得金額と課税年金収入と非課税年金収入が 120

万以上 

1,370 1,360 

第４段階 １・２・３段階以外の方 
2,850 1,820 

※配偶者に住民税が課税されている場合には負担軽減の対象外となります。  

※預貯金等の金額が第 2 段階で単身 650 万円・夫婦 1,650 万円、第 3 段階①で単身

550 万円・夫婦 1,550 万円、第 3 段階②で単身 500 万円・夫婦 1,500 万円を超える

場合は負担軽減の対象外となります。 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条 参照） 

      入居者の自由な選択に基づき、保険給付の対象外で施設側が便宜を図ることを

目的に、実費相当額で提供するサービスであり、利用料金の全額が入居者の  

負担となります。（詳細については別紙参照） 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条 参照） 

     前記（１）の利用料金は、１ヵ月ごとに計算し、翌月、施設が指定する金融機  

関の口座から自動引き落としでお支払いいただきます。（１ヵ月に満たない期間  

のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 ※ 入居者がまだ要介護認定を受けていない等、法定代理受領サービスの利用が   

できない場合には、サービス利用料金の全額（10 割）をいったんお支払いいただ

きます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から   

払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申   

請を行うために必要となる「サービス提供証明書」を発行いたします。また、   

償還払いのご希望があった場合、入居者の家族・代理人に同様の通知をお送り   

します。 

（４）医療サービスの提供 

     入居者が、医療を必要とする場合や、希望により下記の協力医療機関において  

診療や入院治療を受けていただきます。（下記の協力医療機関での優先的な診療・

入院治療を保障するものではありません。また、下記の医療機関への診療・入  

院治療を義務づけるものではありません。） 

協力医療機関 

  医療機関名   所   在   地   診   療   科  

医療法人晋真会  

ベリタス病院  

 兵庫県川西市新田  

１丁目２－23 

 内科・消化器科・外科・整形外科・リハビリテーシ
ョン科・神経内科・循環器科・小児外科・脊椎外
来・小児科・人間ドッグ・ペインクリニック・泌尿器
科・肛門科・脳神経外科・放射線科・総合診療
科・化学療法外来・乳腺外来  

医療法人協和会  

川西市立総合医
療センター 

兵庫県川西市火打  

1丁目4番1号  

 内科、循環器内科、腎臓内科、消化器内科、呼
吸器内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、外
科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、耳鼻
咽喉科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚
科、形成外科、神経内科、精神科、眼科、脳神経
外科、麻酔科、産婦人科、小児科、泌尿器科、ペ
インクリニック内科、放射線科、病理診断科、救急
科  

医療法人社団衿
正会  

生駒病院  

兵庫県猪名川町広根  

字九十九八番地  

内科、消化器内科、循環器内科、外科、小児
外科、整形外科、皮膚科、放射線科、リハビリテ
ーション科 

すずかけ歯科  

 

大阪府豊中市本町  

1丁目1-1 

豊中阪急ビル５階  

 

歯科 
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７．施設を退居していただく場合（契約終了） 

 

    契約書では、退居していただく期日は特に定めていません。しかし、下記のよう 

な事由に該当する場合は、当施設との契約は終了し、退居していただくことになり 

ます。 

 

   ①  要介護認定により、入居者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

    ②  事業者が解散若しくは破産した場合、又はやむを得ない事由により施設を閉    

鎖した場合 

   ③  施設の滅失や重大な毀損により、入居者に対するサービス提供が不可能と 

なった場合 

   ④  当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

   ⑤  入居者から退居の申し出があった場合（詳細は、次の（１）を参照） 

   ⑥  事業者から退居の申し出を行った場合（詳細は、次の（２）を参照） 

 

（１）入居者から退居の申し出があった場合（中途解約・契約解除） 

                                             （契約書第 14 条、第 15 条 参照） 

      契約の有効期間内であっても、入居者から当施設からの退居を申し出ること  

ができます。この場合は、退居を希望する日の７日前までに解約届出書を提出し  

ていただきます。ただし、次の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退  

居することができます。 

    ①  介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

    ②  施設の運営規程の変更に同意できない場合 

  ③  事業者若しくはサービス事業者が正当な理由なくして本契約に定める介護

福祉サービスを実施しない場合 

    ④  事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

    ⑤  事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により入居者の身体、財物、    

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な

事情が認められる場合 

    ⑥  他の入居者が入居者の身体、財物、信用等を傷つけた場合若しくは傷つける    

おそれがある場合において、事業者が適切な対応を取らない場合  

 

（２）事業者からの申し出により退居していただく場合（契約解除） 

                                                （契約書第 16 条 参照） 

      次の事項に該当する場合には、当施設から退居していただくことがあります。  

（いずれも１ヶ月前までにご通知いたします。） 

    ①  入居者やその家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の事項につい

て、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果として、本契約を

継続しがたい重大な事情が認められる場合 
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    ②  入居者やその家族が、サービス利用料金の支払いを３ヵ月以上遅延している

にもかかわらず、これを支払わない場合 

    ③  入居者やその家族等が、故意、重大な過失、又はその行動により、事業者  

又はサービス従事者、若しくは他の利用者等の生命、身体、健康、財物及び  

信用等を傷つけるなどの重大な影響を及ぼす恐れがあり、又は著しい不信行為

などにより、ホームでの援助が著しく困難と考えられるなど、本契約を継続 

しがたい重大な事情を生じさせた場合 

    ④  入居者が、継続して３ヵ月を超えて病院又は診療所に入院した場合、若しく    

は入院することが見込まれる場合 

    ⑤  入居者が、介護老人保健施設に入所した場合、若しくは介護療養型医療施設、

介護医療院に入院した場合 

     ※ 入居者が、医療機関に入院された場合の対応について（契約書第 17 条 参照） 

          当施設に入居中に医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、次のと        

おりです。 

         ○ 検査入院等、８日間未満の短期入院の場合  

            ８日未満で退院された場合は、退院後再び施設に入居することができま          

す。この場合、入院期間であっても所定の利用料金をご負担いただきます。 

         ○ ８日以上３ヵ月以内の入院の場合  

            ３ヵ月以内に退院された場合は、退院後再び施設に入居することができます。 

         ○ ３ヵ月以内の退院が見込まれない場合 

            ３ヵ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除することができ          

ます。この場合には、当施設に再び優先的に入居することはできません。 

 

（３）円滑な退居のための援助 

      入居者が、当施設を退居する場合には、入居者の希望により、事業者は入居者  

の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な援助を  

行います。 

     ①  適切な病院若しくは診療所、又は介護老人保健施設等の紹介 

     ②  居宅介護支援事業者の紹介 

     ③  その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

 

８．遺留金品引取代理人 

 

    入居契約が終了した後、当施設に残された所持品（遺留金品）を入居者自身が引 

き取れない場合に、代理人（遺留金品引取人）を定めていただきます。 

                            （契約書第 20条 参照） 

    当施設は、代理人に連絡の上、代理人に遺留金品を引き取っていただきます。ま

た、引き取りにかかる費用については、入居者又は代理人にご負担いただきます。 
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９．苦情の受付について（契約書第 21 条 参照） 

 

     入居者やそのご家族等の苦情、ご希望に迅速に対応します。ご不明な点もお気

軽にお問い合わせください。 

 

（１）当施設における苦情の受付 

      当施設における苦情やご相談は、次の窓口で受付します。また、１階エントラ

ンスに苦情受付ボックスを設置しています。 

 

    ①  苦情受付窓口   

         ○ 苦情処理担当者    副施設長       木 村 純 子 

               入居生活支援室主任  眞 鍋 貴 信 

生活相談員      川 本 美 香 

         ○     責任者      管理者（施設長）   馬 場 智 純 

    ②  受付時間       

    月曜日から金曜日 午前９時００分から午後６時００分の間 

                TEL 072－793－6700     FAX  072－793－6677 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

  ①  兵庫県国民健康保険団体連合会 

          兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目９番１－1801 号  〒 650－0021 

          TEL 078－332－5617     FAX   078－332－5650 

            受付時間 月曜日から金曜日 午前８時４５分から午後５時１５分の間 

    ②  川西市福祉部 介護保険課 

          兵庫県川西市中央町 12 番１号     〒 666－8501 

                 TEL 072－740－1149  

            受付時間 月曜日から金曜日 午前９時００分から午後５時００分の間 

    ※  上記以外の市町（保険者）についても、その市町の担当部署が苦情等の受        

付をしています。  

（３）苦情処理に係る第３者委員 

   大阪・服部法律事務所 

    大阪府大阪市北区西天満５丁目１６番３号  

西天満ファイブビル 805 号室 〒530－0047 

        TEL 06－6361－7711 

        弁護士 服部 廣志 
 

 

10．サービス提供における事業者の義務（契約書第８条、第９条 参照） 
 

      当施設は、入居者にサービスを提供するに際し、次のことを守ります。 

    ①  入居者の生命、身体、財産の安全に配慮します。 

②  入居者の体調、健康状態を見て必要な場合には、医師又は看護職員と連携の      
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 上、契約者に確認します。 

    ③  非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、入居者に対して定期的に      

 避難、救出、その他必要な訓練を行います。（年２回の実地訓練を含む。） 

    ④  入居者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介 

護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

    ⑤  入居者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するととも 

に、入居者の請求に応じて閲覧を行い、入居者及び家族に限り複写物を交付し 

ます。ただし、複写の場合は実費相当額を頂戴します。  

    ⑥  入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし 

入居者又は他の入居者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない 

場合には、記録に掲載するなどして、適切な手続きにより身体等を拘束する場 

合があります。 

    ⑦  事業者、サービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り       

得た入居者に関する事項を第三者に漏洩しません。ただし、入居者に医療上の 

必要がある場合には、医療機関等に入居者の心身等の情報を提供します。            

また、入居者の円滑な退居のために援助を行う際に情報提供を必要とする場 

合には、入居者又は契約者の同意を得、家族等の個人情報を用いることができ 

るものとします。 

  ⑧  希望があった場合には、入居者に連絡するものと同様の通知を家族等へも行 

うものとします。 
 

 

11．施設利用上の留意事項 
 

    当施設の利用にあたって、入居者の皆様の共同生活の場としての快適性、安全性 

等を確保するため、次の事項を守っていただきます。 

 

    ①  持ち込む際にご相談が必要なもの  

        ナイフ等の刃物、酒類、マッチ・ライター・ろうそくなどの火気、他の人に   

危険を及ぼすと考えられるものなど、健康上、あるいは安全上影響があると考   

えられるもの。 

    ②  訪問 

        訪問時間は、入居者の健康等への配慮から原則として午前９時から午後 10

時までとしていますが、それ以外の時間についても遠慮なくお申し付けくださ

い。 

        訪問時には、必ず職員にお届けください。 

    ③  外出・外泊（契約書第 19 条参照） 

        外出又は外泊をされる場合は、葬儀への参列など緊急やむを得ない場合を除   

き、原則として２日前にお申し出ください。 

    ④  食事 

        外出等で食事が不要な場合は、前日までにお申し出ください。 

    ⑤  施設・設備の使用上の注意（契約書第 10 条参照） 
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      ○  居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

      ○  故意又は不注意によって施設又は設備を壊したり汚した場合には、入居者    

に自己負担により現状に復していただく場合、若しくは相当の代価をお支払    

いいただく場合があります。 

      ○ 入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると

認められる場合には、入居者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることが

できるものとします。ただし、その場合、入居者のプライバシー等の保護に

ついて、十分配慮します。 

      ○ 当施設の他の入居者や職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活    

動、営利活動などを行うことはできません。 

    ⑥  喫煙 

         施設内の喫煙スペース以外では喫煙できません。 

 

 

 

 

 

12．損害賠償について（契約書第 11 条 参照） 

 

    当施設において、事業者の責任により入居者に生じた損害については、事業者は 

速やかにその損害を賠償いたします。ただし、その損害の発生について、入居者に 

故意又は過失が認められる場合には、入居者の置かれた心身の状況を斟酌して相当 

と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

 

保険会社名  株式会社 損害保険ジャパン 

 対象者  全入居者 

保証範囲 
対人賠償、対物賠償、受託・管理在物 

賠償、人格権侵害、経済的損失 
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13．緊急時の対応 

 

   入居者の容態に変化等があった場合は、医師に連絡を講じる他、事前にお聞きす  

る緊急連絡先のご家族の方に速やかに連絡いたします。 

 

 

14．重要事項の変更 

 

   重要事項に変更があった場合には、変更内容を施行の１ヵ月前までに書面にて通  

知し、覚書にて入居者確認印をいただいた上で、同意を得るものとします。 

 

 

15．重要事項の説明 

 

    この重要事項の説明は、厚生省令第 39 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 4 条に基づ

き、入居申込者又はそのご家族に対し説明し、同意を得たものです。 

 

 

以上、介護老人福祉施設サービスを提供するに際し、本書面に基づき、重要事項の

説明を行いました。  

 

重要事項を説明した日    令和  年  月  日     時  分説明終了 

 

       説  明  者                                       ㊞  
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介護老人福祉施設サービス利用契約書 

 
                                    《特別養護老人ホーム やわらぎの里 西多田》 

 
 

                      様 （以下「契約者」という。）と、社会福祉法人 正和会

（以下「事業者」という。）は、契約者が特別養護老人ホーム  やわらぎの里 西多田  

（以下「ホーム」という。）において、居室及び共用施設等を使用し生活するととも

に、事業者から提供される介護老人福祉施設サービスを受け、それに対する利用料金

を支払うことに関し、次のとおり契約を締結します。 

 

 

第１条（契約の目的） 

 

１ 事業者が、介護保険法の主旨に基づき、契約者の有する能力に応じ、可能な限り 

自立した日常生活を営んでいただけるよう支援するため、契約者に対し、居室及び 

共用施設等の使用並びに第４及び第５条に規定する介護老人福祉施設サービスを

提供することを目的とします。 

 

２ 事業者が、契約者に対して提供する介護老人福祉施設サービスの内容（以下「施 

設サービス計画」という。）は、『重要事項説明書』のとおりとします。 

 

 

第２条（契約の有効期間） 

 

１ 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定有効期間満了までと 

します。ただし、有効期間が満了する日の７日前までに、契約者から文書による契 

約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同条件で更新されるものとし、以 

後も同様とします。 

 

２ 前項に基づき、契約者は、第 13 条に定める契約終了の事由がない限り、本契約

に定めるところにより、サービスを利用できるものとします。 

 

 

第３条（施設サービス計画の決定・変更） 

 

１ 事業者は、介護支援専門員（ケアマネジャー）に第１条第２項に定める施設サー 

ビス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。 
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２ 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が、契約者及びその家族等に対し 

て説明し、同意を得た上で決定します。 

 

３ 事業者は、要介護認定有効期間に１回、若しくは契約者及びその家族等の要請に 

応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要がある 

かどうかを確認させ、その結果、計画の変更の必要があると認められた場合には、 

契約者及びその家族等と協議して計画を変更するものとします。 

 

４ 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、 

その内容を確認するものとします。 

 

 

第４条（介護保険給付対象のサービス） 

 

  事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいて、契約者に対して 

入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上 

の必要な援助、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等を提供するものとします。 

 

 

第５条（介護保険給付対象外のサービス） 

 

１ 事業者は、契約者との合意に基づき、介護保険給付対象外の居住費及び食事代の 

額を独自に定めるものとします。また、介護保険給付の支給限度額を超える介護老 

人福祉施設サービスを提供するものとします。 

 

２ 事業者は、前項のほか、契約者との合意に基づき理美容、喫茶、行事等における 

特別食等のサービスについて、介護保険給付対象外のサービスとして提供します。 

 

３ 前２項のサービスの利用料金は、契約者が負担するものとします。 

 

４ 事業者は、第１項及び第２項のサービス提供について、必要に応じて契約者及び 

その家族等に説明するものとします。 

 

 

第６条（サービス利用料金の支払い） 

 

１ 契約者は、要介護度に応じて第４条のサービスを受けたときは、重要事項説明書 

に定める所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分（自己負 

担額：通常はサービス利用料金の１割）を事業者に支払うものとします。 
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２ 第５条のサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定のサービ 

ス利用料金を、事業者に支払うものとします。  

 

３ 前項のほか、契約者は、居住費及び食事代を事業者に支払うものとします。 

 

４ 前３項のサービス利用料金は、１ヵ月ごとに計算し、契約者所定の銀行口座から 

自動引き落としの方法で、支払うものとします。 

 

５ １ヵ月に満たない期間のサービスにかかる利用料金は、利用日数に基づいて計算 

した金額とします。 

 

 

第７条（利用料金の変更） 

 

１ 前条第１項のサービス利用料金及び第３項の居住費及び食事代について、介護保 

険給付費制度等が変更された場合は、事業者は、当該サービス利用料金を変更する 

ことができるものとします。 

 

２ 前条第２項及び第３項のサービス利用料金については、経済状況の著しい変化や 

その他やむを得ない事由がある場合には、事業者は、サービス利用料金を相当額に 

変更することができるものとします。この場合には、契約者及びその家族等に変更 

日の２ヶ月前までに説明するものとします。 

 

３ 契約者は、前項の変更に同意できない場合は、本契約を解除することができるも 

のとします。 

 

 

第８条（事業者及びサービス従事者の義務） 

 

１  事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体 

及び財産の安全確保に努めるものとします。 

 

２ 事業者は、契約者の体調や健康状態を勘案し必要な場合は、事業所の医師又は看 

護職員、若しくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者から 

必要な事項を聴取・確認の上でサービスを提供するものとします。 

 

３ 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す 

るため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する 

行為を行わないものとします。 
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４ 事業者は、契約者に対するサービスの提供に関する記録を作成し、これを２年間 

保管するとともに、契約者若しくはその代理人の請求に応じて閲覧及び写しを交付 

するものとします。この場合、契約者が、写しの作成に係る実費を負担するものと 

します。 

 

５ 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、 

要介護認定の更新申請に係る援助を行うものとします。 

 

 

第９条（守秘義務等） 

 

１  事業者、サービス従事者又は従業員は、介護老人福祉施設サービスを提供する上 

で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩し

てはならないものとし、本契約が終了した後も継続するものとします。 

 

２ 事業者は、契約者に医療上その他必要がある場合には、医療機関等に契約者に関 

する心身等の情報を提供できるものとします。 

 

３ 事業者が、契約者に係るサービス計画に基づくサービスを円滑に実施するために 

行うサービス担当者会議等で使用する場合、あるいは、契約終了に伴い利用者を他 

の事業所へ紹介する等の援助を行う際に必要な場合には、契約者又はその家族等の 

個人情報を用いることができるものとします。 

 

４ 事業者は、契約者の円滑な退居に係る援助を行うために契約者に係る情報提供が 

必要な場合には、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとし 

ます。 

 

 

第 10 条（契約者の義務） 

 

１ 契約者は、事業所の敷地、居室及び共用施設を本来の用途で適切に利用するもの 

とします。ただし、契約者の心身の状況等により特別の配慮が必要な場合には、契 

約者及びその家族等と事業者との協議により、施設及び設備の利用方法等を決定す 

るものとします。 

 

２ 介護老人福祉施設サービスの提供及び安全衛生管理等により、必要があると認め 

られる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入るなどの措 

置を講ずることができるものとします。ただし、その場合には、事業者は契約者の 

プライバシー等の保護について十分、配慮するものとします。 
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３ 契約者は、ホームの敷地、施設及び設備について、故意又は重大な過失により滅 

失、破損、汚損、若しくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか相 

当の代価を支払うものとします。 

 

 

第 11 条 （損害賠償責任） 

 

１ 事業者は、本契約に基づくサービスの提供に伴い、事業所の責に帰すべき事由に 

より契約者に損害が生じた場合は、賠償責任を負うものとし、第９条の守秘義務に 

違反した場合も同様とします。ただし、契約者に故意又は過失が認められる場合に 

は、契約者の心身の状況等を斟酌の上、相当と認められるときに限り、損害賠償の 

責任を減じることができるものとします。 

 

２ 事業者は、前項の損害賠償責任をすみやかに履行するものとします。 

 

３ 事業者は、次の各号に該当する場合には、損害賠償責任を免れます。 

 

（１）契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意  

にこれを告げず又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生し

た場合 

 

（２）契約者が、サービスの提供に必要な事項の聴取・確認において、故意にこれを  

告げず又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

 

（３）契約者の急激な体調の変化等、事業者の提供したサービスを原因としない事由  

にもっぱら起因して損害が発生した場合 

 

（４）契約者が、事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に 

    もっぱら起因して損害が発生した場合 

 

 

第 12 条（事業者の責に帰さない事由によるサービスの不実施） 

 

１ 事業者は、本契約の有効期間中、地震、台風等の天災その他自己の責に帰さない 

事由により、サービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サー 

ビス提供の義務を負わないものとします。  

 

２ 前項の場合には、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては 

所定のサービス利用料金の支払いを請求するものとします。 

 



23 

 

第 13 条（契約終了の事由及び援助） 

 

１ 契約者は、次の各号に掲げる契約終了事由がない限り、本契約により、事業者が 

提供するサービスを利用することができるものとします。 

 

（１）契約者が死亡した場合 

 

（２）要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

 

（３）事業者が解散命令を受けた場合又は破産した場合、若しくはやむを得ない事由  

により事業所を閉鎖した場合 

 

（４）施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能となった場合 

 

（５）事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

 

（６）第 14 条ないし第 16 条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

２ 事業者は、前項の第１号を除く各号により、本契約が終了する場合には、契約者 

の心身の状況やその置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとしま

す。 

 

 

第 14 条（契約者からの中途解約等） 

 

１ 契約者は、本契約期間中に契約を解除することができるものとします。この場合 

には、契約終了を希望する日の７日前までに事業者に通知するものとします。 

 

２ 契約者が、第１項の通知を行わず退居した場合は、事業者が契約者の意思を知っ 

た日をもって、本契約は解除されたものとします。 

 

 

第 15 条（契約者からの契約解除） 

 

  契約者は、事業者若しくはサービス従事者が、次の各号に該当する場合には、本 

契約を解除することができるものとします。 

 

（１）事業者若しくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを  

提供しない場合 
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（２）事業者若しくはサービス従事者が、第９条の守秘義務に違反した場合 

 

（３）事業者若しくはサービス従事者が、故意又は過失により契約者の身体、財産及  

び信用等を傷つけ又は著しい不信行為を行い、その他本契約を継続しがたい重大  

な事情があると認められる場合 

 

（４）他の利用者が契約者の身体、財産及び信用等を傷つけた場合又は傷つけるおそ  

れがある場合において、事業者が適切に対応しない場合 

 

 

第 16 条（事業者からの契約解除） 

 

  事業者は、契約者が、次の各号に該当する場合には、本契約を解除することがで 

きるものとします。 

 

（１）契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意  

にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な  

事情を生じさせた場合 

 

（２）契約者による第６条第１項ないし第３項のサービス利用料金の支払いが３ヵ月  

以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず、これが支払われない場合 

 

（３）契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者、若しくは他  

の利用者等の生命身体、財産及び信用等を傷つけ又は著しい不信行為などによ

り、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

（４）契約者やその家族の行動が他の利用者やサービス従事者の生命、身体、健康、

財物及び信用を傷つける、人権を著しく損なう暴言や行動をする等の重大な影響

を及ぼすおそれがあり、又はホームでの援助が著しく困難と考えられるなど、本

契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

（５）契約者が連続して３ヵ月以上病院又は診療所に入院、若しくは入院が見込まれ  

る場合 

（６）契約者が、介護老人保健施設に入所した場合若しくは介護療養型医療施設、介

護医療院に入院した場合 

 

 

第 17 条（契約者の入院に係る取扱い）   

 

１ 契約者が、病院又は診療所に入院した場合、３ヵ月以内に退院した場合は、退院 

後もホームに入居できるものとします。 
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２ 契約者が、病院又は診療所に入院し８日間未満に退院した場合は、契約者は所定 

のサービス利用料金から介護保険給付費を差し引いた差額分（自己負担分）を事業 

者に支払うものとします。ただし、入院期間が８日を超える場合には、介護報酬の 

枠外となるため、契約者は所定のサービス利用料金を支払う必要はないものとしま 

す。（ただその内、８日間未満の分に関しては前述の内容が適用されます。） 

 

３ 契約者が、入院により空き室になった居室は、２週間を超えた場合には契約者の

同意を得て、短期入所生活介護事業に使用することができるものとします。 

 

 

第 18 条（退居手続き） 

 

１ 契約者は、第 13 条第１項第１号ないし第６号により本契約が終了した場合にお

いは、既に実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第 10 条第３項（原

状回復義務）その他の条項に基づく義務を履行した上で、退居するものとします。 

 

２ 第１項の場合に、１ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払額に 

ついては、第６条第５項を準用することとします。 

 

３ 退居による居室明け渡し及び遺留金品の引き取りを含め、１週間以内に完了し、 

原状に復するものとします。 

 

 

第 19 条（外泊） 

 

１ 契約者は、事業者の同意を得た上で、外泊することができるものとします。この 

場合、契約者は、緊急やむを得ない場合を除き、宿泊開始日の２日前までに事業者 

に届け出るものとします。 

 

２ 前項に定める外泊期間中において、契約者は、所定のサービス利用料金から介護 

保険給付額を差し引いた差額分（自己負担分）を事業者に支払うものとします。  

 

 

第 20 条（代理人の指定） 

 

   契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場 

合、又は遺留金品の引き取りに備えて代理人を定め、本契約書における契約者の 

権利義務に関する事務処理などについて、これを委任することに、あらかじめ同意

するものとします。 
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  第 21 条（連帯保証人） 

 １ 契約者は、施設サービスの提供を受けるにあたり、連帯保証人１名を定める

ものとします。 

  

２ 連帯保証人は、この契約に関する契約者の事業者に対する責務等について、

契約者と連帯して、又は 契約者に代わって責任を負うとともに、次に定める

事項についても同様の責任を負うものとします。  

①  契約者が病院等の医療機関に入院する場合、入院申込みの手続きや入院費等

の医療費の支払い。  

②  第１６条に掲げる契約終了に伴う契約者の受け入れ。  

③  契約者が死亡した場合、遺体の引受、遺留金品の処理その他必要な事項。  

④  前各号のほか、契約者の身上（延命治療、終末期の看取り等）に関する必要

な事項。  

 

３ 前項の連帯保証人の負担は、極度額 １００万円を限度とする。 

  

４ 連帯保証人の負担する債務の元本は、契約者又は連帯保証人が死亡したときに

確定するものとします。 

  

５ 連帯保証人の請求があったときは、事業者は、連帯保証人に対し、遅滞なく、

利用料等の支払い状況 や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の

額等に関する情報を提供します。 

  

６ 契約者は、連帯保証人が死亡、行方不明又は破産の申し立てなどで、その資格

を喪失した時は、その 旨を事業者に報告し新たに連帯保証人を定めるものとし

ます。 

  

７ 事業者は、社会通念上、連帯保証人を定めることができないと認められる相当

な理由がある場合には、 第１項の規定にかかわらず、これを定めないことがで

きます。 

  

８ 前項に該当する契約者が契約期間中に死亡した場合は、契約者の保険者（市町

村）の指示を受けて対応します。 

 

第 22 条（苦情処理） 

 

   事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情を受けるための苦 

情窓口を設置し、適切に対応するものとします。 
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第 23 条（裁判管轄） 

 

   この契約に関してやむを得ず起訴する場合には、契約者及び事業者は、神戸地方 

裁判所をもって第一管轄裁判所とすることをあらかじめ同意するものとします。 

 

 

第 24 条（協議） 

 

  本契約に定めのない事項について問題が生じた場合には、事業者は、介護保険法 

その他の法令等に基づき、契約者と誠意をもって協議するものとします。 

 

 

第 25 条（重要事項の説明） 

 

  契約者は、事業者より提供されるサービスを利用するにあたっては、重要事項の  

説明を受け、それに同意するものとします。 
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個人情報の利用に係る同意書 

 

社会福祉法人 正和会 

理事長 古賀 大介 様 

 

私は、社会福祉法人 正和会(以下、本会とします)の介護サービスを利用するに  

あたり、以下の個人情報保護方針を承認し、本会が個人情報を共有・利用することに

ついて同意致します。 

 

 

記 
 

 

個人情報に関する方針（プライバシーポリシー） 

 

 社会福祉法人正和会は、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。 
 

１．本会は、人格尊重の理念のもとに関係法令等を遵守し、実施する事業において  

個人情報を慎重に取り扱います。 
 

２．本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。 
 

３．本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の  

範囲内で利用します。 

 

 本会では、ご利用者様に一層質の高い一体的な介護サービスを提供させていただく

ため、ご利用者様やご家族様等の個人情報を適法かつ適正な方法で収集し、共有・  

利用させていただきます。また、下記にあらかじめ規定した利用目的の範囲内におけ

る共有・利用に限り、事前にご利用者様ご本人あるいはご家族様等の同意を改めて得

ることはありませんので、ご了承ください。 
 

Ⅰ．本会法人内部での利用 

①本会が提供する介護サービスのご利用に係る諸手続き、介護保険事務等にかかる

書類の発送・確認・連絡、入退居等の管理、会計・経理、事故の報告 

②契約内容の確認等の書類発送・確認・問い合わせ 

③サービス担当者会議等、介護サービス向上に関する会議・打ち合わせのための資料

提供 

④行事の実施・資料作成およびご案内状の送付 

⑤介護保険法等の法律情報（改定情報を含む）等に関する案内・問い合わせ 

⑥各種アンケート等の調査依頼・実施、ケース検討・研究、統計資料等の作成 

⑦ご利用者様の近況報告や本会からのお願い等に関する文書の作成・送付 
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⑧学生や実習生等の実習・研修に係る協力 

⑨館内公共スペースや個人スペースにおける氏名の掲示、クラブ活動等の個人作品    

および氏名の掲示、行事等写真の掲示 

 

Ⅱ．他の介護保険事業者等への情報提供を伴う利用 

①ご利用者様・ご家族様等が必要とされる場合において、他の介護保険事業者や 

居宅介護支援事業所との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

②ご利用者様の診療等にあたり、外部の医師の意見や助言を求める場合 

③審査支払い機関へのレセプト提出等の介護保険事務 

④審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

⑤損害賠償保険などにかかる保険会社等への相談、または届け出 

⑥ボランティア活動を実施するにあたり、最低限必要な情報の提供 

 

 

 

４．本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等に基づく場合を除き、本人の同意を

得ることなく個人情報を外部に提供しません。 

 

本会は、個人情報を事前にご利用者様ご本人あるいはご家族様等の同意を得ること

なく第三者に提供いたしません。但し、次の場合を除きます。 

①法令等に基づく場合 

②生命、身体または財産の保護のために必要となる場合で、ご利用者様やご家族様

等の同意を得ることが困難な場合 

③公衆衛生の向上またはご利用者様のより良い生活に資するために、特に必要が 

ある場合で、ご本人の同意を得ることが困難な場合 

④国の機関、地方公共団体、またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を  

遂行することについて協力する必要がある場合で、ご本人の同意を得ることが 

困難な場合。あるいは、ご利用者様やご家族様等の同意を得ることで、その事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

 

 

５．本会は、個人情報を正確に把握するとともに、漏えい、滅失、き損などを防止   

するための措置を講じます。 
 

６．本会は、自己の個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止を求める     

申し出があったときは、適切かつ速やかに対応します。 

 

本会は、正確かつ最新に個人情報を保ち、これを安全に管理します。紛失、改ざん、   

漏洩を防止するため、コンピュータウイルスなどに対する適正な情報セキュリティー

を講じます。 
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 また、ご利用者様・ご家族様等から、個人情報について開示･訂正･利用停止・消去

の要請があった場合、ご請求内容に基づいて、適切な対応を致します。 

 

 

 

７．本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情に、速やかに対応します。 

 

苦情および事故原因があったときは、正しく記録し、迅速に原因の究明を行なって、    

是正、報告および防止につとめます。なお、苦情および事故処理の担当者及び責任者

は以下のとおりです。 
 

（担 当）苦情および事故解決責任者：  各事業所 施設長 

苦情および事故処理担当者：  各事業所 生活相談員 

 

 

（連絡先）やわらぎの里 清和台        やわらぎの里 東谷 

 川西市清和台東４丁目５番地の２６  川西市一庫北中島１番１ 

     電話：０７２－７９８－０００７   電話：０７２－７９１－６５００ 

 

やわらぎの里 ぷらす館              やわらぎの里 西多田 

川西市清和台東４丁目５番地１    川西市西多田 2 丁目 1 番 7 号 

     電話：０７２－７９９－８６６５    電話：０７２－７９３－６７００ 

 

 

 

８．本会は、個人情報を保護するための適切な措置を講じるとともに、個人情報保護

に関する役員及び職員の意識啓発に努めます。 
 

９．本会は、この方針を実行するため「個人情報保護取扱規程」を定め、これを本会

の役員及び職員に周知徹底します。 

 

 入職時に守秘義務に係る誓約書を提出させ、入職時および継続研修において個人 

情報保護に関する研修を実施します。また、派遣や業務委託先業者へも同様の措置を

講じます。 

 

以上 
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本規定の契約・同意を証するため本書２通を作成し、契約者、事業者が署名

押印の上、各１通を保管するものとします。  

 

 令和  年  月  日 

 

   【 契約者 】 

      住  所                                   

 

      氏  名                            ㊞    

 

      電話番号 

 

  【 代理人 】 

      住  所 

 

   氏  名                            ㊞ （契約者との関係     ） 

 

      電話番号 

 

  【 連帯保証人 】 

      住  所 

 

   氏  名                            ㊞ （契約者との関係     ） 

 

      電話番号 

 

 

 

   【 事業者 】 

      事業者名   社会福祉法人 正和会 

         理事長  古 賀 大 介 

 

      事業所名   特別養護老人ホーム やわらぎの里 西多田 

              〈兵庫県指定第 2873102392 号〉 

 

管 理 者   施設長  馬 場 智 純 

 

      住  所   兵庫県川西市西多田2丁目1番7号  

            TEL  072－793－6700   FAX 072－793－6677 

 


